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参考 新興感染症対応力強化事業の補助対象・補助基準額等（案）
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補助対象とならない経費
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することよ
りも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除
く。）に要する費用

(5) その他の整備費として適当と認められない費用


